
（第三種郵便物認可） ２００８年４月５日大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行）（２）

レンタル方式（CR　Plus）
ＡＥＤレンタル料 ￥4,900－（税込￥5,145－）／台．月
（当初５年契約）
　　　　　保証金 ￥20,000－（非課税）／台

お買取方式（CR　Plus）
AED基本セット　￥285,000－（税込￥299,250－）
定期交換費、消耗品費は別途必要です。
詳しくはパンフレット、弊社ホームページにより
ご確認下さい。
www.secom.co.jp/service/medical/aed.html

AEDAED（（自動体外式除細動器自動体外式除細動器））のご案内のご案内

大阪府保険医協同組合　℡ 06－6568－2741　℻ 0120－02－9381 担当：村上

医院新聞 共同発行会

●隔月（奇数月）発行　●Ｂ５判　４ページ建て
●100部　14,100円から
お問い合わせは　協会事務局 ☎06-6568-7731へ

医院と患者さんの定期便

ベースは協会が責任編集　ベースは協会が責任編集　
記事の一部は差し替え可能　記事の一部は差し替え可能　
　各医院のオリジナル紙面　　各医院のオリジナル紙面　

手間要らずで安価に手間要らずで安価に

▲
▲

▲

共済懇話会

制
度
廃
止
は
人
権
問
題

業
法
の
理
不
尽
さ
を
正
す
運
動
を

　

「
共
済
の
今
日
と
未
来
を
考
え
る
大
阪
懇
話
会
」
の
結
成
１
周
年
学
習
交
流
会
が
３
月

27
日
、
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
５
団
体
か
ら
60
人
が
参
加
、
懇
話
会
・
各
団
体
が
こ
れ

ま
で
の
活
動
を
報
告
し
た
ほ
か
、
自
治
体
へ
の
意
見
書
採
択
要
請
、
制
度
共
済
実
施
団
体

と
の
連
携
な
ど
を
柱
と
し
た
活
動
方
針
を
確
認
し
た
。
記
念
講
演
で
は
福
田
和
臣
氏
（
兵

庫
県
知
的
障
害
者
施
設
利
用
者
互
助
会
理
事
長
・
愛
心
福
祉
会
「
愛
心
園
」
園
長
）
が
、

同
県
互
助
会
（
以
下
・
互
助
会
）
の
果
た
し
て
き
た
役
割
や
民
間
保
険
と
の
違
い
、
共
済

を
守
る
今
後
の
運
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
知
的
障
害
者
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
も
と

に
話
し
た
。

　

昭
和
60
年
当
時
、
知
的
障

害
者
福
祉
は
措
置
制
度
で
、

入
院
し
た
場
合
、
諸
費
用
以

外
は
無
料
で
治
療
が
受
け
ら

れ
た
が
、
障
害
の
特
性
に
よ

り
病
院
や
看
護
師
か
ら
個
室

利
用
や
付
き
添
い
を
求
め
ら

れ
た
。
本
人
や
保
護
者
、
施

設
関
係
者
に
と
っ
て
個
室
や

付
き
添
い
は
経
済
的
・
精
神

的
に
も
負
担
が
重
か
っ
た
た

め
、
こ
れ
ら
の
費
用
を
軽
減

す
る
こ
と
を
目
的
に
「
相
互

扶
助
」
の
精
神
で
互
助
会
が

設
立
さ
れ
た
。
入
会
金
は
１

万
円
、
年
間
掛
け
金
１
万
２

０
０
０
円
で
、
８
０
０
０
円

の
付
き
添
い
介
護
費
、
５
０

０
０
円
の
差
額
ベ
ッ
ド
代

（
い
ず
れ
も
１
日
当
た
り
）

が
、
年
度
内
90
日
を
限
度
に

免
責
期
間
な
し
で
給
付
さ
れ

る
。
仮
に
こ
れ
を
保
険
で
運

営
し
た
場
合
、
掛
け
金
は
ほ

ぼ
同
程
度
に
な
る
も
の
の
給

付
日
数
は
30
日
に
減
少
、
免

責
も
３
日
付
け
ら
れ
る
。
最

も
大
き
な
違
い
は
、
掛
け
金

収
入
か
ら
充
て
て
い
た
制
度

管
理
費
や
各
支
部
へ
の
助
成

金
、
広
報
作
成
費
な
ど
７
割

近
い
支
出
が
す
べ
て
保
険
会

社
の
利
益
に
な
る
こ
と
だ
。

　

福
田
氏
は
、「
こ
れ
ま
で

健
全
な
運
営
を
続
け
、
極
め

て
特
定
さ
れ
た
人
で
構
成
さ

れ
る
互
助
会
は
自
治
組
織
・

自
治
共
済
で
あ
り
保
険
業
と

は
全
く
異
な
る
」
と
し
、
業

法
立
法
の
趣
旨
か
ら
見
て
も

適
用
除
外
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
と
指
摘
し
た
。
こ
の

ほ
か
講
演
で
は
、
共
済
規
制

の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
資
本

と
そ
れ
に
言
い
な
り
の
日
本

の
政
治
・
官
僚
政
治
が
あ
る

こ
と
が
、
業
法
の
改
正
と
適

用
除
外
運
動
を
通
じ
て
判
明

し
て
き
た
こ
と
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活

動
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
る
掛
け
金
数
百
円
の
共

済
が
業
法
の
適
用
と
な
っ
た

の
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
に
加
入

す
る
約
１
２
０
０
万
人
の
加

入
者
情
報
を
入
手
し
た
い
保

険
会
社
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た

こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

　

同
氏
は
「
我
わ
れ
互
助
会

や
自
主
的
な
共
済
の
必
要
性

は
日
常
的
に
続
き
、
制
度
の

廃
止
は
人
権
・
生
存
権
に
関

わ
る
問
題
。
す
べ
て
の
共
済

の
た
め
に
懇
話
会
活
動
と
連

携
し
て
業
法
の
理
不
尽
さ
を

正
し
、
国
・
金
融
庁
に
責
任

を
果
た
さ
せ
よ
う
」
と
強
調

し
た
。

　

下
井
戸
昭
介
副
理
事
長
は

各
団
体
の
活
動
報
告
は
運
動

発
展
の
大
き
な
力
と
な
っ
た

と
し
、「
今
後
も
各
団
体
の

連
帯
を
強
め
、
さ
ら
に
運
動

を
進
め
て
い
こ
う
」
と
集
会

を
締
め
く
く
っ
た
。

済
を
新
保
険
業
法
の
適
用
除

外
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
請

願
」
署
名
９
２
５
筆
を
託
し

た
。

　
　
　
　

◇

（
要
請
先
・
敬
称
略
）

【
面
談
議
員
】

吉
井
英
勝
（
衆
・
共
産
）

【
秘
書
対
応
】

（
衆
・
自
民
）
井
脇
ノ
ブ
子

・
大
塚
高
司
・
岡
下
信
子
・

川
条
志
嘉
・
北
川
知
克
・
竹

本
直
一
・
谷
畑
孝
・
中
馬
弘

毅
・
と
か
し
き
な
お
み
・
中

山
太
郎
・
中
山
泰
秀
・
西
野

あ
き
ら
・
原
田
憲
治
・
松
浪

健
四
郎
・
松
浪
健
太
・
柳
本

卓
治
・
矢
野
隆
司
、（
参
）

北
川
イ
ッ
セ
イ
・
谷
川
秀
善

（
衆
・
公
明
）
池
坊
保
子
・

佐
藤
茂
樹
・
谷
口
隆
義
・
田

端
正
広
・
福
島
豊
、（
参
）

白
浜
一
良
・
山
下
栄
一
・
山

本
香
苗

（
衆
・
民
主
）
長
安
豊
・
平

野
博
文
・
藤
村
修
、（
参
）

梅
村
聡
・
尾
立
源
幸
・
藤
原

正
司
・
松
岡
徹

（
衆
・
共
産
）
石
井
郁
子

（
参
）
山
下
芳
生

（
衆
・
社
民
）
辻
元
清
美

【
面
会
拒
否
】

北
側
一
雄
（
衆
・
公
）、
高

嶋
良
充
（
参
・
民
）

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、

「
提
出
さ
れ
た
議
員
立
法

は
、
与
党
に
合
意
さ
せ
る
こ

と
で
参
院
財
政
金
融
委
員
長

提
案
と
し
て
可
決
で
き
る
。

力
強
く
経
過
期
限
の
延
長
を

求
め
る
と
と
も
に
、
期
限
切

れ
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

諦
め
る
こ
と
な
ど
断
じ
て
で

き
な
い
」
と
述
べ
た
。

　

参
加
し
た
佐
々
木
憲
昭
議

員
（
衆
・
共
産
）
か
ら
与
党

内
で
も
延
長
に
前
向
き
な
議

員
が
い
る
な
ど
の
情
勢
が
報

告
さ
れ
、「
経
過
措
置
期
間

の
延
長
は
、
与
党
も
賛
成
せ

ざ
る
を
え
な
い
内
容
で
あ

り
、
最
後
ま
で
与
野
党
一
致

を
図
る
努
力
を
継
続
し
て
い

き
た
い
」
と
の
強
い
決
意
が

表
明
さ
れ
た
。

　

こ
の
他
、
各
団
体
の
取
り

組
み
や
、
加
入
者
に
対
す
る

実
害
な
ど
の
報
告
と
、
参
加

し
た
マ
ス
コ
ミ
数
社
か
ら
質

疑
が
行
わ
れ
た
。

　

同
日
に
行
わ
れ
た
大
阪
選

出
の
国
会
議
員
へ
の
要
請
で

は
、
吉
井
英
勝
議
員
（
衆
・

共
産
）
と
面
談
し
た
。
吉
井

議
員
は
「
経
過
措
置
期
間
が

延
長
さ
れ
な
い
と
共
済
難
民

が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

決
し
て
許
さ
れ
な
い
」
と
し

た
。
同
議
員
に
は
「
自
主
共

　

協
会
・
保
団
連
、
勤
労
者

山
岳
会
・
商
工
団
体
連
合
会

ら
で
つ
く
る
「
共
済
の
今
日

と
未
来
を
考
え
る
懇
話
会
」

は
、
３
月
末
日
に
期
限
を
迎

え
る
新
保
険
業
法
の
経
過
措

置
期
間
延
長
を
求
め
て
３
月

27
日
、
国
会
内
で
集
会
を
開

き
、
全
国
か
ら
約
40
人
が
参

加
し
た
。

　

集
会
は
、
懇
話
会
な
ど
の

要
望
に
応
え
て
３
月
24
日
に

野
党
４
党
が
保
険
業
法
の
経

過
措
置
期
間
延
長
の
一
点
を

求
め
る
議
員
立
法
が
参
議
院

に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
う

け
、
法
案
の
審
議
入
り
と
与

党
議
員
の
賛
同
を
求
め
て
開

か
れ
た
。

　

住
江
憲
勇
保
団
連
会
長
は

挨
拶
で
、
自
主
共
済
は
相
互

扶
助
の
も
と
に
行
っ
て
き
た

助
け
合
い
の
制
度
で
あ
り
、

国
民
の
英
知
を
無
駄
に
す
る

に
要
請
し
た
議
員

（
誤
）
２
・
13
国
会
内
集
会

参
加
議
員
一
覧
↓
（
正
）
３

・
12
国
会
内
集
会
参
加
議
員

一
覧

　

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し

ま
す
。

　

３
月
25
日
号
２
面
の
要
請

議
員
一
覧
の
見
出
し
の
部
分

に
、
間
違
い
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。

（
誤
）
２
月
13
日
に
要
請
し

た
議
員
↓
（
正
）
３
月
12
日

さらなる運動の発展を訴える下井戸副理
事長＝３月27日、Ｍ＆Ｄホール 　　　　

自主共済

経過期間延長を求め集会
議員立法へ与党の賛同図る

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
差
別
的

に
取
り
扱
う
こ
と
が
禁
止
さ

れ
た
。

用
な
ど
が
正
社
員
と
同
じ
場

合
は
、
同
じ
方
法
で
賃
金
を

決
定
す
る
こ
と
が
努
力
義
務

と
さ
れ
た
。

３ 

正
規
雇
用
職
員
へ
転
換
す
る

　

 

機
会
を
付
与（
義
務
）

　

正
職
員
へ
の
転
換
を
推
進

す
る
た
め
、
次
の
い
ず
れ
か

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
義

務
化
さ
れ
た
。

●
正
規
職
員
を
募
集
す
る
場

合
、
そ
の
内
容
を
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
に
周
知
す
る
。

●
正
規
職
員
の
ポ
ス
ト
を
院

内
公
募
す
る
場
合
，
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
に
も
応
募
機

会
を
与
え
る
。

●
正
規
職
員
へ
転
換
す
る
た

め
の
試
験
制
度
を
設
け
る
な

ど
転
換
制
度
を
導
入
す
る
。

※パートタイム労働者
　（短時間労働者）とは
　「パートタイム労働者」
とは、同じ事業所に雇用さ
れる正規職員に比べて、１
週間の所定労働時間が短い
労働者のことをいう。「パ
ートタイマー」「アルバイ
ト」「嘱託」「契約職員」
「臨時職員」「準職員」な
ど呼び方は異なっても、こ
の条件に当てはまる労働者
であれば、「パートタイム
労働法」の対象となる。

案
す
る
こ
と
が
努
力
義
務
と

さ
れ
た
。

●
職
務
の
内
容
と
一
定
期
間

の
人
材
活
用
の
仕
組
み
や
運

●
賃
金
を
決
め
る
時
は
、
正

職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、

職
務
の
内
容
、
成
果
、
意

欲
、
能
力
、
経
験
な
ど
を
勘

２ 

待
遇
は
働
き
方
や
貢
献
に
応
じ
て

　

 

決
定（
努
力
義
務
）

●
労
働
基
準
法
で
明
示
義
務

の
あ
る
項
目
に
加
え
て
「
昇

給
の
有
無
」「
退
職
手
当
の

有
無
」「
賞
与
の
有
無
」
を

文
書
な
ど
で
明
示
す
る
こ
と

が
義
務
化
さ
れ
た
。
違
反

し
、
行
政
指
導
で
改
善
が
見

ら
れ
な
け
れ
ば
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
。

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か

ら
求
め
ら
れ
た
時
、
待
遇
を

決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮

し
た
事
項
を
説
明
す
る
こ
と

が
義
務
化
さ
れ
た
。

１ 

労
働
条
件
を
文
書
で
明
示

　

 

（
義
務
）

　

短
時
間
労
働
者
の
①
納
得
性
の
向
上
、
②
正
規
雇
用
職
員

と
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
、
③
正
規
雇
用
職
員
へ
の

転
換
の
推
進
を
図
る―

―

こ
と
な
ど
を
目
的
に
、
改
定
「
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
」
が
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
改

定
法
は
、
現
在
雇
用
中
の
労
働
者
も
適
応
さ
れ
、
各
院
で
対

応
が
求
め
ら
れ
る
。
主
な
改
定
事
項
は
、
以
下
の
と
お
り
。

新「パートタイム労働法」４月１日施行

労働条件の明示義務化
改善ない場合は過料も

【
お
詫
び
と
訂
正
】


